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2022年12月８日、経済協力開発機構（OECD）は、第１の柱の利益Ｂに係るパブリックコンサ
ルテーション（公開協議）文書１を公表しました。公開協議文書は、基礎的なマーケティング及び
販売活動（Baseline marketing and distribution activities）に関連者間で従事する販売会社に配
分する対価（利益）を標準化する利益Ｂの主な設計要素を定めています。

公開協議文書は、何が（販売会社所在地国における）基礎的なマーケティング及び販売活動であ
り、実務上どのように特定されるか、そして基礎的なマーケティング及び販売活動の範囲内とされ
た取引が独立企業原則（Arm's Length Principle：ALP）に従ってどのように価格設定されるべき
かについて、現在の進捗状況を概説しています。また、いくつかの具体的な論点について、さらな
る検討が進行中であるとして利害関係者からの見解（パブリックコメント）が求められました２。

利益Ｂは利益Ａと異なり、その対象範囲が多国籍企業の収益規模や利益水準により限定されない
ことから、グループ内に販売会社を有する多国籍企業に広く影響があると想定されます。OECD
に寄せられたパブリックコメントでは、以下で説明する利益Ｂの目的そのものについては賛成とし
つつ、その手法については多くの懸念や提案が寄せられています。

利益Ｂの検討作業は公開協議文書の公表時点においても、第１の柱の利益Ａの検討作業の完了予
定である2023年半ばに合わせて完了予定とされています。

以下では利益Ｂの目的とともに、利益Ｂの主な設計要素である対象範囲（Scope）、価格設定方

１　https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-invites-public-input-on-the-design-elements-of-amount-b-
under-pillar-one-relating-to-the-simplification-of-transfer-pricing-rules.htm

公開協議文書は、OECD事務局の作業文書であり、包摂的枠組み（Inclusive Framework：IF）としてまだ合
意に達した内容ではないため、公開協議の過程とは関係なく、公開協議文書で示された内容は変更される可能性が
あるとされる。

２　各利害関係者からOECDに寄せられたパブリックコメントは2023年１月30日からOECDのウェブサイト上で
公開された。

https://www.oecd.org/tax/beps/public-comments-received-on-the-design-elements-of-amount-b-
under-pillar-one-relating-to-the-simplification-of-transfer-pricing-rules.htm
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国際課税の大原則を転換する
デジタル経済課税／第１の柱に係る
最近の議論の動向について

利益Ｂ：一定の販売会社が得るべき独立企業間利益の算定を
簡素化し効率化する新ルールの動向
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法（Amount B pricing methodology）、文書化要件（Documentation requirements）、税の確
実性（Tax certainty）について公開協議文書の内容を概説します。

１．利益Ｂの目的

利益Ｂの目的は、基礎的なマーケティング及
び販売活動についてOECD移転価格ガイドラ
イン（TPG）に基づくALPの適用を簡素化し
効率化することにより、税の安定性を促進し、
納税者と税務当局の間の資源浪費的な紛争を減
少させることとされています。また、利益Ｂは
取引単位営業利益法（TNMM）に基づき、そ
の価格（利益）を算定しますが、ALP適用の
ための適切な比較対象企業を現地市場から選定
することが相対的に困難な国・地域（Low ca-
pacity jurisdiction）の問題に対し、地理的な
所在にとらわれず適切な比較対象企業を使用
し、全てのケースにALP適用の基礎を提供す

ることを目指すものでもあるとしています。
利益Ｂの導入方法について、公開協議文書は、

TPGに利益Ｂのガイダンスを含めることが理
想的であるとしていますが、現時点では具体的
な適用方法については見解が一致しておらず、
利益Ｂを強制適用とするか選択適用とするか

（Mandatory or elective nature of Amount 
B）、利益ＢをTPG第４章に定めるSafe Har-
bourとして設計するか、利益Ｂを基礎的なマー
ケティング及び販売活動に対するALP適用と
して解釈するかを含め、様々な選択肢が検討さ
れています。

２．利益Ｂの対象範囲（Scope）

公開協議文書では、（ⅰ）利益Ｂの対象とな
る取引形態（Qualifying transactions）を定
め、当該取引形態に該当するグループ間取引に
ついて（ⅱ）利益Ｂの対象判断基準（Scoping 
criteria for Amount B）に該当するかどうか
を検討することとしています。また、（ⅲ）利
益Ｂの対象外となるケースも規定しています。

（ⅰ）利益Ｂの対象となる取引形態
以下のいずれかの取引に従事する検証対象者

（いずれのケースも総括してDistributorと呼称
される）は、利益Ｂの対象となる可能性があり
ます（paragraph 14）。
・Buy-sell arrangements：検証対象者が

所在地国外の一つ又は複数の関連者から商品
を購入し、主に所在地国の非関連者に卸売販
売する取引

・Sales agency and commissionaire 
arrangements：検証対象者が関連者の卸

売販売に寄与し、かつ、当該取引が公開協議
文書に定める利益Ｂ対象判断基準で示された
ものと同様の経済的特徴を示す場合における
販売代理及びコミッショネア取引

商品の売買に従事する販売会社だけでなく、
販売代理及びコミッショネア取引についても対
象に含まれている背景として、公開協議文書で
は、多くのLCJ（低キャパシティの国・地域）
から現地での販売流通がこのような販売代理モ
デルにより行われている等の理由で強く要望さ
れた旨を説明しています。一方で、販売代理モ
デルは比較的シンプルな機能であるため売買モ
デルと同様の利益を与えることは過大であると
の懸念から、利益Ｂの対象取引形態に含めるこ
とに反対する意見を持つIF参加国もあるとされ
ています。この懸念を解消するために、各モデ
ルに対し異なる利益水準指標を使用すること
や、異なる独立企業間対価を与えることが検討
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されています。

（ⅱ）利益Ｂの対象判断基準
上記の利益Ｂの対象となる取引形態のいずれ

かに検証対象者が従事している場合、納税者又
は税務当局は、利益Ｂの適用要否を判断する必
要があります。公開協議文書は利益Ｂ対象判断
基準として、以下のような基準を検討していま
す（paragraph 18）。
ａ．販売活動に関連する責任、権利義務及び経

済的に重要なリスクの引受けに係る分担を
反映した契約を書面で締結していること

（ただし、他の判断基準と不整合な事項が
含まれていないことが前提）３

ｂ．販売会社の所在地国外に販売する比率が年
間売上高のＸ％４を超えないこと

ｃ．別途ALPに基づく利益を配分されるべき
経済活動（製造、研究開発、調達、金融）
に従事していないこと５

ｄ．ユニークで価値のあるマーケティング無形
資産の開発・改良・維持・保護・使用につ
ながる経済的に重要なリスクを管理する活
動を行わないこと

ｅ．市場での販売に権利取得等が必要であり、
これ自体にALPの対価を支払う価値があ
る場合に当該権利取得等に係る活動（例：
販売規制がある商品に係る許認可取得活動

（regulatory activities）、顧客関係維持の
ために必要かつ重要な技術的・専門的サー
ビス）を行わないこと

ｆ．ユニークで価値のある無形資産を形成する
戦略的マーケティング活動を行わないこと

ｇ．特定の顧客に販売する比率が売上高のＸ％
を超えないこと

ｈ．基礎的なマーケティング及び販売活動に付
随する活動が一定水準以下であること、具
体的には、以下のとおり６

ⅰ．実店舗やオンラインストアを通じた最
終消費者に小売販売する比率が年間売
上高のＸ％を超えないこと

ⅱ．年間売上高マーケティング・広告費比
率がＸ％を超えないこと

ⅲ．総費用に占める梱包費・組立費比率が
Ｘ％を超えないこと

ⅳ．年間売上高又は総費用に占める製品保
証を含むアフターセールスサポート等
の費用比率がＸ％を超えないこと

ｉ．年間売上高販管費比率が一定の範囲内であ
ること

ｊ．経済的に重要なリスクを負担していないこ
と、すなわち、市場リスク・信用リスク・
在庫リスク・製品保証リスク・為替リスク
等についてリスク限定的であること

ｋ．ユニークで価値ある無形資産を所有しない
こと、市場参入障壁となる販売権や許認可
を所有しないこと（所有していても限定的
な価値に留まること）

ｌ．対象取引が二国間又は多国間のAPAの対
象でないこと、また、対象外商品の販売で
ないこと

公開協議文書では、上記の基準は、対象とな
るマーケティング及び販売活動の正確な描写を
反映するために設定されているところであり、

３　利益Ｂを適用するために契約書面が必須であると考えるIF参加国がいる一方、契約書面がないことのみをもって
利益Ｂの適用対象外とすることは適切でなく、利益Ｂの文書化要件によりカバーされるべきと考えるIF参加国も存
在するため、当該項目については議論中とされている。

４　Ｘは数値が入ることを示すが、IFによって具体的な数値は検討中とされている。以下同様。
５　これらの活動に従事しているか否かを判断する指標が設けられている。具体的には、仕掛品や工場設備資産の存

在（製造活動）、研究開発費の存在（研究開発活動）、手数料収入の存在（調達活動）、貸付金資産の存在（金融活
動）が、その指標とされている。

６　検証対象者の費用のうち、“パススルー費用” については検証対象者自身が負担するものではないとして各数値
基準の対象外とすべきと主張するIF参加国もあり、“パススルー費用” の取扱いはIFで検討中とされている。
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利益Ｂの適用を簡素化するために、販売活動を
包括的に漏れなくリスト化したものとはなって
おらず、販売会社が基礎的なマーケティング及
び販売活動に従事しているかどうかを決定する
ために必ず考慮すべき一般的な特徴を示したも
のとされています。ただし、数多くの定量・定
性基準が設定されているため、これらの要件を
満たすかどうかを検討するために納税者は様々
な情報を収集・整理することが必要になるもの
と考えます。

上記の基準ａ．に照らしても、関連者間取引
を契約書において正確に描写することの重要性
が高まっていることは明らかですが、公開協議
文書では、契約書がない取引であっても他の利
益Ｂの対象判断基準を満たしている場合には、
税務当局が利益Ｂの対象であると主張すること
を妨げないとされています。逆に、契約書が存
在しても、取引の経済実体や実際の行動と契約
書の記載が異なる場合に、税務当局が利益Ｂの
適用を否認することが可能としています。

（ⅲ）利益Ｂの対象外取引
公開協議文書は、利益Ｂの適用対象外とする

ケースについても検討しており、以下の２ケー
スについては上記（ⅱ）利益Ｂ対象判断基準の
ｌ．に反映されています。
・対象取引が二国間又は多国間事前確認の確認

対象取引の場合（Section 3.2、paragraph 
19、20）

・対象外商品の販売に関連する取引（Section 
3.4.2、Box 3.2、paragraph 17から32）

公開協議文書では対象外商品としてコモディ
ティと無形財（デジタル商品）の２つを特定し
ています。コモディティについてはCUP法が
適切なケースがあることや、最終的に販売され
る国外に所在するトレーディングハブを通じて
売買されるケースがみられる等、利益Ｂの対象
とならないことが想定されるためとされていま

す。また、無形財（デジタル商品）については
販売に係る経済環境が有形財と大きく異なるこ
とから、無形財の基礎的なマーケティング及び
販売活動がそもそも（有形財を前提とした）利
益Ｂの対象判断基準に沿わないためとされてい
ます。

また、上記以外に、次の２ケースについても
利益Ｂの対象外とすることがIF内で検討されて
います。
・TNMM以外の移転価格算定方法が最適な移

転価格算定方法（Most Appropriate Meth-
od）の場合（Section 3.4.2、Box 3.2、para-
graph 6から9）
利益Ｂは対象判断基準を満たす対象取引につ

いてTNMMに基づき価格設定をすることから、
TNMM以外の移転価格算定方法が最適な算定
方法である場合（特にCUP法が念頭におかれ
る）には利益Ｂの対象外とすることが考えられ
ます。ただし、利益Ｂのメリットである簡素
化・効率化と独立企業原則の遵守にはトレード
オフの関係があることから、IFではこのような
例外規定の合理性及び例外規定の適用基準につ
いて検討しています。

・現地市場において比較対象企業（Local mar-
ket comparables）が存在する場合（Sec-
tion 3.4.2、Box 3.2、paragraph 10から16）
現地市場における比較対象企業が存在する場

合の利益Ｂの適用除外は、潜在的なメリットと
して異なる市場間の利益率の差異を説明するこ
とができる点が挙げられています。一方、現地
市場における比較対象企業の定義や、それらが
実際に比較可能性を有するのか、どのようなア
プローチで比較対象として選定されたのかとい
った事項には主観が入ることから、利益Ｂのメ
リットである簡素化・効率化を減じることにつ
ながるため、税務紛争を防ぐことが可能なよう
に設計していくことが必要とされています。
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３．利益Ｂの価格設定方法（Amount B pricing methodology）

利益Ｂは、TNMMに基づき、その価格（利
益）が算定されます。TNMMの適用に際して
は比較対象企業を選定するためのベンチマーク
分析を行う必要がありますが、その手法が多様
で主観的な要素が多くなると、納税者と税務当
局の間での税務紛争につながります。公開協議
文書では利益Ｂの適用に当たり税の安定性を確
保するため、基礎的なマーケティング及び販売
活動に従事する比較対象企業の検索基準を標準
化した共通ベンチマーク選定基準（Common 
benchmarking search criteria）を設定して
います。

この（ⅰ）共通ベンチマーク選定基準により
選定した基礎的なマーケティング及び販売活動

に従事する独立第三者の比較対象企業の分析結
果を前提として、（ⅱ）計量経済学的な手法に
より利益Ｂを算定することが検討されていま
す。

（ⅰ）共通ベンチマーク選定基準
公開協議文書では、共通ベンチマーク選定基

準として、以下の図のような①データベースか
らの抽出基準（Database filtering）と、抽出
企業に適用する②定性基準（Qualitative re-
view of company data selected）を示して
います。これらはIFが基本的な選定基準として
設定したものであり、追加の定量的・定性的基
準が追加されることが想定されています。

公開協議文書、Annex A：Database filtering（データ抽出・定量分析）

活動中の企業

50%超の株式を所有する単一の株主が存在しない企業

17年、18年、19年の営業収益及び税引前利息控除前利益（EBIT）の情報が存在する企業

15年から19年の平均営業収益が2Mユーロ以上の企業

ウェブサイトアドレスが存在する企業

データベースに事業概要の情報が存在する企業

売上高研究開発費比率３％以下の企業

主な産業コードが、NACEコード45番台（二輪・四輪車の卸売・小売・修理業）、
NACE46番台（二輪・四輪車以外の卸売業）の企業

連結財務諸表が存在する企業
又は単体財務諸表しか存在しないが、50％超所有する子会社が存在しない企業

Moody's BvD Orbis database

Qualitative review（定性分析）に進む
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公開協議文書、Annex A：Qualitative review（定性分析）

（ⅱ）計量経済学的手法の検討
IFでは利益Ｂの価格設定に当たり、納税者や

税務当局が個々の比較対象企業の情報まで遡っ
て検討する必要がないよう、販売会社の利益水
準と相関の高い経済的特徴を特定した上で計量
経済学的手法に落とし込むことを検討していま
す。

公開協議文書公表の段階では、計量経済学的
な分析の結果、収益性との間に統計的に有意な
相関がある要素・指標として、以下の４つが示
されています（paragraph 57）。
・地理的要素（Geographic relevance）
・産業的要素（Industry relevance）
・売上高営業資産比率（Asset intensity）
・売上高販管費比率（Operating expense in-

tensity）
地理的要素はGDP等の国レベルの指標と利益

水準の間に、産業的要素は属する産業と利益水
準の間に相関関係が認められるとされています。

また、売上高営業資産比率と売上高販管費比
率については、これらが高いほど営業利益水準
も高い傾向が認められるとされています。

上記のような収益性と相関関係があると考え
られる経済的特徴は引き続きIFで分析が進めら
れますが、当該技術的分析の結果を踏まえ、検
証対象企業の利益Ｂを算定する具体的な方法と
して、以下の①Pricing matrix、②Mechani-
cal pricing toolによる方法が検討されていま
す（Section 4.2.3）７。

データベース事業概要に以下のキーワードを含む企業を除外
"design and manufactur",

"financ"
"insurance"
"manufacture"

"research", "software d", "system integrat"

主たる事業を卸売事業としていない企業を除外

研究開発及び製造活動に従事している企業を除外
小売事業や修理、メンテナンス、

その他サービス活動に重要性がある企業を除外

Database filteringで選定された企業

基礎的な販売活動に従事する比較対象企業

地域別・産業別に分類し、利益Bを算定

出典：OECD公開協議文書を基にPwC税理士法人が作成

７　これらの手法により、利益Ｂはレンジ又は特定の点として算定されることになるが、公開協議文書においては特
定の点又は四分位レンジより小さい非常に狭いレンジ（a specific arm’ s length result or some very narrow 
range of results（e.g., smaller than the interquartile range））で利益Ｂを算定することを検討している。
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①Pricing matrix
公開協議文書は、売上高販管費比率及び売上

高営業資産比率が利益水準と最も相関の強い指
標と仮定した場合を例として下図のように
Pricing matrixを提示しています。

共通ベンチマーク選定基準により選定した比
較対象企業の利益水準（例えば、売上高営業利
益率（ROS））が、売上高販管費比率・売上高
営業資産比率に応じて９つ示され、その中から
検証対象企業の売上高販管費比率・売上高営業
資産比率に対応した利益水準が決定されるもの
と想定されます。

②Mechanical pricing tool
公開協議文書では、利益水準と統計的に有意

な相関のある販売会社特有の指標を特定するこ
とにより、共通ベンチマーク選定基準を適用し
て得られた比較対象企業のデータから一定の
フォーミュラ又は定量的な調整式を作成するこ

とが可能になるとしています。このような
フォーミュラ等が確立されれば、検証対象者の
指標をフォーミュラ等に入力することで自動的
に利益Ｂとして独立企業間利益が算定されるこ
とになります。

このようなMechanical pricing toolの例と
して、特定の財務データと経済的指標に基づき
独立した販売会社のリターンを推定する回帰方
程式を作成し、この方程式に検証対象者の財務
データと経済的指標を入力して検証対象者が得
るべき利益Ｂを決定する手法等が挙げられてい
ます。

また、公開協議文書では利益Ｂの算定に関
し、TNMMを適用する際の利益水準指標につ
いて、利益Ｂの対象となるケースのうち大半は
ROS（Operating marginと同義）が最適であ
るとしています。ただし、例えばコミッショネ
アや販売代理のケースでは売上高利益率（ROS）
の下でその機能的貢献に比して過度に利益を付
与してしまう可能性があり、ベリー比（粗利÷
販管費）が適切な場合もあり得ることが示され
ています。その他、ROSにベリー比上限・下
限を組み合わせる方法（ROSを適用した結果
をベリー比換算し、一定のベリー比レンジの外
になればベリー比レンジ内の適切な点まで調
整）や、ROA（営業資産営業利益率）、及び複
数の利益水準指標を組み合わせる方法について
も検討されています。

IFでは利益Ｂの信頼性を向上させるための差
異調整を検討している他、利益Ｂの対象となる
販売会社が複数の関連者から商品を仕入れてい
る場合における各取引への利益Ｂの配分に係る
検討も進めています。

４．利益Ｂの文書化要件（Documentation requirements）

公開協議文書は、TPG第５章に基づく利益
Ｂに係る文書化要件を検討しています。利益Ｂ
の対象取引について、ローカルファイルにいく

つかの追加記載事項が検討され、利益Ｂのコン
プライアンスに係る宣誓、利益Ｂの対象取引の
概要と利益Ｂ対象判断基準の充足性を判断する

出典：OECD公開協議文書
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ために必要な情報、利益Ｂ算定方法の実績への
適用、及び契約書に記載すべき情報等について
挙げられています（paragraph 87）。

具体的には、利益Ｂについて次の内容を文書
化することが提案されています。
ａ．当該MNEグループの知る限りにおいて、

利益Ｂの適用要件遵守をサポートする情報
が真実であり、正確で完全であることの宣
誓

ｂ．利益Ｂ対象取引の描写（delineation）に
関する説明として次の情報を含める
－　対象取引に係る納税者と関連者の機能

分析
－　スコーピング基準を満たすことの説明

として以下の明細を含める
（ⅰ）主要な顧客類型ごとの財務情報

（例：政府機関、政府請負企業、
大口顧客）

（ⅱ）製品別・地域別での関連者向け
売上・第三者向け売上

（ⅲ）最終顧客及び卸売業者／小売業
者への売上

ｃ．潜在的に利益Ｂの対象となる取引を正確に
描写することに影響を与える可能性のある
MNEグループのその他の会社と検証対象
との間の他の商業的又は財務的な関係を特
定し説明すること

ｄ．対象年度の納税者の年度財務諸表
ｅ．納税者が検証対象者でない場合、対象年度

の検証対象者の年度財務諸表
ｆ．納税者が利益Ｂの対象取引を報告する最初

の年度前の３年／５年の納税者の年度財務
諸表

ｇ．納税者が検証対象者でない場合、利益Ｂの
対象取引を報告する最初の年度前の３年／
５年の検証対象者の年度財務諸表

ｈ．利益Ｂの適用可能性を評価するために使用
される財務データがどのように年度財務諸
表と整合するかを示す情報及び内訳資料

ｉ．対象取引に対する利益Ｂ算定方法の適用を

説明した資料及び適用結果
ｊ．（関連する場合）例えば進行年度又は直近

年度におけるビジネスリストラクチャリン
グ、又は無形資産の移転といった変化の取
扱いの説明、及び現地法人と利益Ｂ算定手
法の適用に影響するこれらの取引の側面の
説明

ｋ．対象関連者取引を司る契約書面。契約書面
には利益Ｂ適用対象取引に関する以下の関
連する情報を含める
ⅰ．対象取引の当事者の特定
ⅱ．契約に含まれる対象取引の特定
ⅲ．基礎的な販売活動が行われる商品の特

定
ⅳ．契約対象期間
ⅴ．販売契約の性質（例：排他的条項の有

無）
ⅵ．契約がカバーする地理的な範囲
ⅶ．サプライヤー及び販売会社の責任及び

権利義務（宣誓書で提供される情報と
整合する内容）。特に、以下の事項に
ついて規定することが期待される。
ａ）検証対象者の取引相手が商品の販

売に関し経済的に重要なリスクを
負担する

ｂ）検証対象の取引相手が、検証対象
者により使用され、又は契約期間
において検証対象者の活動から生
じるユニークかつ価値ある無形資
産を所有する

ｃ）利益Ｂ算定手法に沿った対価と、
その対価が決定され支払われる通
貨

ⅷ．レポーティング、規則、又は他の目的
のために契約当事者により作成・維持
される情報

ⅸ．販売会社の活動に関連したパフォーマ
ンス指標

ⅹ．当該契約が終了する状況
※納税者が既に契約書面を有する場合、



104

Vol.43 No.4

解　説

上記の条件が既に含まれていればよい
が、そうでなければ、納税者は既存の
契約書面に元は書いていなかった条件
を補足し、又は修正することができ
る。

ｌ．利益Ｂ対象取引に関連するが、現地税務当
局が当事者でない既存のユニAPA、二国
間／多国間APAその他のタックスルーリ

ングの写し

IF参加国のうち一部の国では、ある取引が初
めて利益Ｂの対象となったときに税務当局に通
知する手続を導入し、通知手続の一環として税
務当局が納税者に対して上記の項目に係る情報
の提供を要求できるものとすることが望ましい
としています。

５．税の安定性（Tax certainty）

公開協議文書は、利益Ｂの対象となる基礎的
なマーケティング及び販売活動の判断基準及び
利益Ｂの算定方法について共通の指針を示すこ
とで、納税者と税務当局間の紛争の減少を期待
しています（paragraph 98）。

一方で、他の移転価格問題と同様、利益Ｂの
適用にも、納税者と税務当局間で利益Ｂ対象判
断基準に沿った事実認定に相違が生じ、ある取
引が利益Ｂの対象となるか否かについて見解が
分かれる可能性があるとしています（para-

graph 99）。
公開協議文書では、利益Ｂに係る紛争の防止・

解決策として、事前確認や相互協議のような伝
統的な手法を示した上で（paragraph 101から
108）、簡素化したAPA類似の仕組み（Stream-
lined APA type process）として、調査前に
確実性を担保する制度の必要性について、ス
テークホルダーからのインプットを求めていま
す（Section 6.3）。

６．パブリックコメントについて

利益Ｂの各構成要素についての公開協議案に
関し、意見・改善要望を含むパブリックコメン
トが数多く寄せられています。特に多かったの
は利益Ｂをセーフハーバーとして導入すべきと
いう意見ですが、これを含め、意見・改善要望
が多かったものを以下でご紹介します。

（利益Ｂの対象）
・納税者が利益Ｂを適用した場合、要件を充足

する限り、税務当局はその利益率を受け入れ
るセーフハーバーの形で利益Ｂを導入すべき。

・利益Ｂの対象判断基準について、公開協議案

には厳しすぎる基準があり、利益Ｂを適用可
能な販売会社が極めて限定されてしまう。定
性・定量基準ともに緩和して適用対象を拡大
すべきである８。

（利益Ｂの算定方法）
・利益Ｂは十分に広いレンジにしなければ、頻

繁に調整が必要となり、移転価格税制の簡素
化につながらない。

・地域別・産業別に区分しても利益率は大きく
変わらない。単純化のため、統一の利益率（レ
ンジ）を利益Ｂとしても良いのではないか９。

８　一方で、利益Ｂの対象となる取引形態からは販売代理及びコミッショネア取引を除外すべき（売買を伴う販売会
社と比較して機能リスクが小さく、機能リスクに比して過大な利益が与えられる可能性があるため）との意見も見
られる。
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（文書化要件）
・利益Ｂ文書化要件が既存のローカルファイル

を上回るものもあり、負担が過大となる。利
益Ｂの目的にALP適用の簡素化があること
から納税者の負担に配慮すべき。

（税の安定性）
・利益Ａと同様に、事前に利益Ｂの対象か否か

を判定し、両国で不測の課税が出ない仕組み

が必要。MLCで担保することが考えられる。

（利益Ａとの整合性）
利益Ａにおけるマーケティング・販売活動利

益に係るセーフハーバー（Marketing and Dis-
tribution Profits Safe Harbour：MDSH）に
ついて、残余利益の有無を判定する閾値として
利益Ｂを使用することで第１の柱の中での整合
性を図ることが望ましい。

７．利益Ｂへの対応

利益Ｂの検討作業は公開協議文書の公表時点
においても、第１の柱の利益Ａの検討作業の完
了予定である2023年半ばに合わせて完了予定
とされています。

公開協議文書では、利益Ｂの実施フレーム
ワークについては今後の検討として、実施方法
に関して強制適用とするのか選択適用とするの
かについても不明ですが、利益Ａとは異なり収
益基準等の適用に係る閾値はなく、利益Ｂが導
入されれば、グループ販売会社を有する多国籍
企業には広く影響があるものと想定されます。
納税者にとってはグループ販売会社が利益Ｂの
対象に該当するかどうかを検討し、該当する場
合には利益Ｂ対象販売会社の所在国の税務当局
には最低利益率、取引相手国の税務当局には最
高利益率として利益Ｂが参照される可能性があ
るため、販売会社の目標利益率設定の修正や利
益Ｂ達成のための価格設定方針の変更（移転価
格調整金の導入を含む）が必要となります。ま
た、文書化義務について現行のローカルファイ
ルよりも詳細な文書化要件が課される場合に

は、さらなる事務負担が付加されることが想定
されます。

公開協議文書では利益Ｂの具体的な算定方法
について固まっておらず、技術的な分析が引き
続き進められている状況ではあるものの、多数
のグループ販売会社を有する多国籍企業におい
ては公開協議文書の利益Ｂ対象判断基準を参考
として潜在的に利益Ｂの対象となり得るグルー
プ販売会社を特定し、利益Ｂの議論の動向に応
じてスムーズに対応できるよう、事前の検討作
業を進めておくことが望まれます。

また、利益Ｂが実際に導入された場合には、
価格調整金条項の導入の検討を含め必要に応じ
て利益Ｂの適用に関連する事項を関係会社間契
約に反映させる必要があります。

さらに、移転価格文書化に関しては利益Ｂの
対象取引についてグループ内で整合した取扱い
ができるよう、グループ内で利益Ｂに係るグ
ローバルのマスター文書を作成し、グループ内
展開をするといった工夫が考えられます。

９　この点に関して、パブリックコメントの中には、自らグローバルベースでの販売会社のベンチマーク選定基準を
策定して地理・産業別の利益水準の分析を行ったものもあり、その結果、地理・産業別に区分して分析しても各区
分の企業のROSの中位値は２％～３％の範囲に、同ベリー比の中位値は116.1％～124.0％の範囲にそれぞれ収ま
ったと報告しているものもある（公開協議文書に対するPwC International LtdのパブリックコメントAppendix 
B。地理別の分析はGlobal South（新興国）、Global North（先進国）、その他の区分で実施し、産業別の分析は
消費財、ICT、自動車、その他の区分で実施）。


